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後期高齢者医療制度 被保険者の皆様へ

《 お問い合わせ 》
健康保険課 後期高齢者医療係

☎098-998-2210

〇被保険者証の発行は、令和6年12月2日で廃止されました。〇被保険者証の発行は、令和6年12月2日で廃止されました。
現行の被保険者証の発行は、令和６年１２月２日で廃止され、以降はマイナ保険証（マイナン

バーカードの保険証利用）を基本とする仕組みに移行しています。
令和６年１２月１日までに交付された被保険者証は、住所や負担区分等に変更がない限り有効

期限（令和７年７月31日）までこれまでどおりお使いいただけます。

令和7年8月からの資格確認書は、役場から7月中にお届けする予定です。
病院等を受診する際は、資格確認書かマイナ保

険証を提示してください。
資格確認書を病院等の窓口で提示することで、

これまでどおり一定の窓口負担で受診することが
できます。

後期高齢者医療制度 被保険者の皆様へは
マイナ保険証の有無にかかわらず、
申請無しで「資格確認書」をお届けします

※令和８年８月の年次更新まで
の間の暫定的な運用です。

資格確認書（みほん）

受付
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▶詳しくは町HPまたは右の2次元コードよりご確認ください
などにご活用ください

八重瀬町ホームページ・
広報やえせに
　　を掲載しませんか？広告広告
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「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」を一斉交付します！
有効期限が令和７年７月３１日の「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」をお持ちの方へ、令和

７年７月中に新しい資格確認書等をお送りします。

《 お問い合わせ｜健康保険課｜☎098-998-2210 》

令和7年7月

簡易書留でご自宅へ送付します。
不在票が投函されましたら、不在票に記載
されている郵便局へお尋ねください。

①「資格確認書」の交付対象者

①令和６年１２月２日以降に、本町より「資格確認書」を交付されている方
②令和６年１２月２日以降に、本町より「資格情報のお知らせ」を交付されている７０歳以上の方
現在お持ちの資格確認書等の有効期限は「令和７年７月３１日」までです。

一斉交付の対象者

それぞれ以下の方法で交付します。※役場窓口でのお手続きは不要です

普通郵便でご自宅へ送付します。
マイナ保険証と一緒に保管してください。

②「資格情報のお知らせ」の交付対象者

令和６年１２月２日より前に本町国保に加入している方には「被保険者証」が交付されており、その有
効期限は「令和７年１２月１日」までとなっていますので、そのまま有効期限までお使いいただけます。

「被保険者証」を交付されている方は今回の一斉交付の対象外です

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方に交付するものです。
被保険者資格情報が記載されており、これにより医療機関等を受診することが可能となります。

「資格確認書」とは

マイナ保険証をお持ちの方へ交付するものです。
ご自身の被保険者資格情報を簡易に把握できるよう交付します。マイナ

保険証未対応の医療機関等では、「マイナ保険証」と「資格情報のお知ら
せ」を提示することで受診可能となります。
マイナ保険証の利用登録方法について、詳しくは厚生労働省のホーム

ページでご確認いただけます。

「資格情報のお知らせ」とは

〈利用登録方法〉
厚労省HP

健康保険
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